
新型コロナウイルス関連情報（英国発フライトによる渡航者に対するポルトガル入国制限の発表） 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

２０日、政府は英国における新型コロナウイルス変異種の感染拡大を受け、英国発フライトでポ

ルトガルに渡航する場合、入国を許可されるのは、ポルトガル人と合法的在留資格保持者に限定

する旨決定いたしました。また、その場合も、新型コロナウイルス感染症の陰性証明提示が義務

づけられ、証明書を有さない者は空港内で検査を実施した上で、保健当局の指示に従い隔離さ

れることとなります。同措置は２１日午前０時より効力を発します。 

 

【連絡先】  

在ポルトガル日本国大使館 領事班  

電話：+351-21-311-0560  

FAX ：+351-21-353-7600  

Email:consular@lb.mofa.go.jp  

 

※「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は、以下の URL から停止手続

をお願いいたします。  

http://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete  

※当館に「在留届」を提出した方で帰国や転居済みの方は、以下のＵＲＬから帰国届又は転出届

を提出してください。  

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/residencereport/login 

 


